
「第１回 日南・串間地区大規模氾濫等減災協議会」開催

平成２７年９月関東・東北豪雨や、平成２８年８月台風１０号等により大規模な浸
水被害が発生したことを踏まえ、市町村、気象庁、県等が連携・協力し、減災のため
の目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計画的な推進により、社会全体
で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築することを目的として協議会を設置
しました。
今回の協議会では、協議会の名称と規約が承認されるとともに、タイムラインを試
行すること、市長と土木事務所長の間のホットラインを実施することが決まりました。

議事内容

協議会の出席者開催概要

○ 日時：平成２９年６月１日（木）
○ 会場：日南総合庁舎第５会議室

委員の方の主な発言

・過去の被災状況と防災への取組について確認
・タイムラインとホットラインについて

木城町長

【問い合わせ先】
宮崎県 日南土木事務所 総務課、工務課
℡０９８７－２３－４６６３

・避難勧告等の発令にあたり、単に規定の水位に
達したことのみでは判断材料として不足である。
予測雨量など複合的な情報提供が必要である。

・土砂災害の危険性は見えにくいが重大な被害を
引き起こすもの。インターネット上で公表されて
いる土砂災害の危険度情報と土砂災害警戒区域の指定情報を組み合わせて、住民の安全を確保しな
ければならない。

・タイムラインには次順位者についても明記すべきである。


